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統一地方選挙における投票率の推移

※ 出典︓「第32次地⽅制度調査会第33回専⾨⼩委員会『資料１ 地⽅議会について』」（第32次地⽅制度調査会）（⾚⾊枠を追記）
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統一地方選挙における改選定数に占める無投票当選者数の割合の推移

※ 出典︓「第32次地⽅制度調査会第33回専⾨⼩委員会『資料１ 地⽅議会について』」（第32次地⽅制度調査会）（⾚⾊枠を追記）
2



年 町村数 町村名

平23 3町 北海道置⼾町、北海道池⽥町、栃⽊県芳賀町

平27 4町村 北海道浦幌町、東京都神津島村、新潟県粟島浦村、

⻑野県南牧村

平31 8町村
北海道興部町、北海道厚真町、北海道中札内村、

北海道浜中町、⻑野県⾠野町、⻑野県⼭ノ内町、

愛知県幸⽥町、熊本県津奈⽊町

※ 出典：「第32次地⽅制度調査会第33回専⾨⼩委員会『資料１地⽅議会について』」（第32次地⽅制度調査会）等を基に作成

おけとちょう いけだちょう はがまち

うらほろちょう こうづしまむら あわしまうらむら

みなみまきむら

おこっぺちょう あつまちょう なかさつないむら

はまなかちょう たつのまち やまのうちまち

こうたちょう つなぎまち

統一地方選挙における定数割れ町村議会
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第32次地方制度調査会 「2040年頃から逆算し顕在化する諸課題に対応するために
必要な地方行政体制のあり方等に関する答申」①（「第５ 地方議会」抜粋（下線を追記））
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第32次地方制度調査会 「2040年頃から逆算し顕在化する諸課題に対応するために
必要な地方行政体制のあり方等に関する答申」②（「第５ 地方議会」抜粋（下線を追記））
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５兼業禁⽌の緩和

「請負」要件を明確化するとともに請負禁⽌の範囲の⾒直しを検討すること。
特に、個⼈請負の場合は、請負量を基準とする法⼈の場合と異なり⾦額の多寡に関係なく

⼀律に禁⽌されているため、個⼈も法⼈と同じ要件に緩和すること。

【要望趣旨】
議員の兼業禁⽌については、地⽅⾃治法第

92条の2に規定されているが、議員へ⽴候補す
る際に、この規定が⾜かせになっている場合
がある。議会に多様な⼈材を確保するため、
「請負」要件の明確化を図るとともに、請負
禁⽌の範囲の⾒直しをすべきである。
特に、個⼈請負の場合は、請負量を基準と

する法⼈の場合と異なり⾦額の多寡に関係な
く⼀律に禁⽌されている。⼀⽅、法⼈につい
ては、「主として同⼀の⾏為をする法⼈」と
規定されているが、その解釈は請負量によっ
て、個々具体的に判断するしかないとされて
いることから、個⼈も法⼈と同じ要件に緩和
すべきである。

請負禁止の緩和

議会の機能強化及び多様な⼈材が参画するための環境整備に関する重点要望（抜粋）
（全国町村議会議⻑会（令和３年11⽉26⽇)) (右下の図を追記）

6



「議員報酬・政務活動費の充実に向けた論点と手続き」①（ポイント）

政務活動費
 政務活動費については、町村議会において、その活⽤が20％にとどまっている。政務活
動費は、議会の監視⼒・政策提⾔⼒を⾼めるために有⽤であることから、その導⼊にあ
たっての留意事項等を、調査結果を踏まえ⽰している。

議員報酬
 議会・議員の活動量と⻑の活動量を⽐較し、議員報酬の⽔準を考える。（原価⽅式）

 議会・議員の活動量について
1. 議会改⾰（監視⼒・政策提⾔⼒の向上／地域・住⺠との連携強化）を進めれば活動量

は増える。
2. 単に活動量を増やすのではなく、その内容が問われる。
3. 活動量とその内容を住⺠に⽰し理解を得ることが重要。

 議会改⾰を（さらに）進め、その活動量と内容を住⺠に⽰し理解を得ることが、議員報
酬の増額につながる。住⺠の理解がなにより⼤切。
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「議員報酬・政務活動費の充実に向けた論点と手続き」②（原価方式）

議会・議員の活動⽇数 ⽇（①＋②＋③の合計⽇数） ×⾸⻑の給料 円＝議員報酬額 円⾸⻑の職務遂⾏⽇数 305 ⽇

○ 議会活動
① 本会議・委員会・協議調整の場・派遣
ア 本会議 オ 協議調整の場（全員協議会等）
イ 常任委員会 カ 議員派遣
ウ 特別委員会 キ 委員派遣
エ 議会運営委員会 ① ⽇

② 法定外会議・住⺠との対話等
ア 法定外会議（任意協議会、会派代表者会議、議員懇談会等）
イ 議会としての住⺠対話（議会報告会、住⺠懇談会、意⾒交換会等）
ウ 研修会への出席
エ 他の⾃治体からの視察受⼊れ対応
オ その他の議会活動 ② ⽇

○ ⾸⻑の職務遂⾏⽇数 年間 365⽇ − 60⽇（⼟⽇、国⺠の祝⽇120⽇÷２） 305 ⽇
※ ⾸⻑の実際の職務遂⾏⽇数を把握できない場合のモデル値である。実際の職務遂⾏⽇数を⽤いてもよい。

○ 議員活動
③ ⽇常の議員活動
ア 上記①・②に付随する活動
(議案の精読・作成・提出、⼀般質問・質疑・討論準備、各種報告書の作成、
議会活動に係る調査・研究等)

イ 議員としての住⺠対話
(請願・陳情対応、住⺠からの相談対応、情報収集、広報活動等)

ウ 当該町村や各種団体主催の公的⾏事への出席
エ その他の議員活動 時間÷８≒ ③ ⽇
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「議員報酬・政務活動費の充実に向けた論点と手続き」③(議会改革の事例)

監視⼒・政策提⾔⼒アップ

議案審議
議会基本条例の制定・運⽤、議決事件の追加、参考⼈の招致、専⾨的知⾒の活⽤、
⼀般質問の充実、議員間の⾃由討議、議員派遣の充実、協議調整の場の積極活⽤、
政務活動費の交付

会議⽇数 通年会期の導⼊（運⽤を含む）、休⽇・夜間議会

委員会審査 委員会による政策提⾔、閉会中審査・所管事務調査の拡充、委員派遣の充実、常任
委員会の複数所属、特別委員会の増設

活動の検証 議会⽩書、議会のあり⽅研究、調査報告書等の発刊
研修 政策⽴案に係る専⾨的研修、議員の資質向上に係る研修

地域・住⺠との連携強化
住⺠対話 議会報告会、出前議会、ワークショップ、住⺠懇談会
住⺠参画 公聴会、政策サポーター、議会モニター、議会アドバイザー
地域連携 産官学との連携、各種団体との意⾒交換
啓発活動 模擬議会、⼩中⾼⽣との対話、議会主催の講演会
広報広聴 HP・広報紙の充実、議会のデジタル化、広報モニターの活⽤

その他
国等への要請 意⾒書提出権の積極的活⽤
防災･災害対策 議会BCP計画策定、議会災害対策マニュアルの作成
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標準町村議会会議規則の一部改正(欠席事由・期間の整備)

新(改正後) 旧(改正前)

（⽋席の届出）
第２条 議員は、公務、傷病、出産、育児、看護、介護、配偶
者の出産補助その他のやむを得ない事由のため出席できない
ときは、その理由を付け、当⽇の開議時刻までに議⻑に届け
出なければならない。

（⽋席の届出）
第２条 議員は、事故のため出席できないときは、その理由を
付け、当⽇の開議時刻までに議⻑に届け出なければならな
い。

２ 前項の規定にかかわらず、議員が出産のため出席できない
ときは、出産予定⽇の６週間（多胎妊娠の場合にあつては、
14週間）前の⽇から当該出産の⽇後８週間を経過する⽇まで
の範囲内において、その期間を明らかにして、あらかじめ議
⻑に⽋席届を提出することができる。

２ 議員が出産のため出席できないときは、⽇数を定めて、あ
らかじめ議⻑に⽋席届を提出することができる。

〇 議会への⽋席事由として育児、看護、介護等を新たに規定
〇 出産については⺟性保護の観点から産前・産後の⽋席期間を新たに規定
○ 令和３年２⽉９⽇改正

※ 全国都道府県議会議⻑会、全国市議会議⻑会においても同様の改正を実施済み。




